
1　総括

　(1) 人件費の状況(普通会計決算)

　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ

　(2)職員給与費の状況(普通会計決算)

(参考)一人当たり

　　　　　千円

1　職員手当には、退職手当を含みません。

2　職員数は、平成26年4月1日現在の人数です。

3　給与費については、任期付短時間勤務職員(再任用職員(短時間勤務))の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含みません。

　(3） ラスパイレス指数の状況(一般行政職員　各年4月1日現在)

1

2

　(4)給与改定の状況

①月例給

「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の4月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額です。

②特別給(期末・勤勉手当)

4.20

6,965

(参考)

　　　　　千円 　　　　　千円

0.10

勧　告

(改定率)

0.36%

人事委員会の勧告

人事委員会の勧告

年間支給月数

0.36%

給与改定率

B

月

ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を
補正し、国の行政職俸給表（Ⅰ）適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。

6,437,696

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

404,180 円

民間給与

人

(参考)

国　の　改　定　率

19,494,088

職員数

千円

6,813

勧　告

(改定月数)

一人当たり給与費給与費 B/A

千円

期末・勤勉手当

8,000,839

公務員給与

402,719 円 1,461円（0.36％）

4.10

「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。

　　計　　Ｂ

月

公務員の
支給月数　B

較差

A-B

支　給　月　数A-B

較　差

　　　　　　Ａ

(注)

0.12

48,667,372

平成
26年度

350,241,172

千円

(注)

1,740,192

平成
26年度

　　　　　　　千円

平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値である。

国　の　年　間

実質収支

区　　分

4,872

区　分

堺市の給与・定員管理等について

千円

給　 料 職員手当

区　分

月

0.36%

千円

住民基本台帳人口

　　(平成27年1月1日)

人

847,719

33,932,623

月

4.20

民間の
支給割合　A

(参考)

平成25年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

14.5

人件費率

Ｂ／Ａ

　　　　　　％

13.9

歳出額　

(注)

平成
27年度

月

4.22

人件費

(参考)政令指定都市平均

区　　分

平成
27年度

(注)

A

(H24.4.1) 

98.3  

(H24.4.1) 

101.1  

(H25.4.1) 

94.9  

(H25.4.1) 

100.8 

(H26.4.1) 

95.1  

(H26.4.1) 

100.1 
(H27.4.1) 

99.4  

(H27.4.1) 

101.2 

90.0

95.0

100.0

105.0

堺市 政令指定都市平均 
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　(5)給与制度の総合的見直しの実施状況について

2　職員の平均給与月額、初任給等の状況(全会計)

　(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況(平成27年4月1日現在)

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

―

44.9歳

54.6歳

―

―

―

―

※ 端数処理の関係で、総務省が公表する数値と異なる場合があります。

※

※

※

1.70

51.3歳

369,191円51.7歳

―

対応する民間の
類似職種

民間データは、厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」(賃金センサス)において公表されている大阪府(大阪府のデータがない区分については全国)のデータ
(平成24年度から平成26年度までの3ヶ年平均)を記載しています。

年収ベースの「公務員(Ｃ)」及び「民間(Ｄ)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間におい
ては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

区分

317,826円

区分

―

③その他の見直し内容

　初任給調整手当、単身赴任手当、退職手当の調整額及び管理職特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。
（平成28年4月1日実施）

371,160円

318,160円

平均給与月額
(A)

330,006

―

国

参考

32人

―

628人

289,141円

317,465円 398,181円

2,994人

6,154.0 2,774.4

Ｃ/Ｄ

うち清掃職員 3,952.3

―48.3歳

78人

453,425

技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

政令市平均

堺市

50.2歳 328,318円 ―

6,707.0

―

―

2.22

6,437.0

―

449,205

平均給与月額

334,28343.5

堺市

うち清掃職員 19人

389,492328,993

―

堺市

平均給料月額

54.0歳

民　　　　間

平均年齢

―

うち用務員

421,098円

374,624円

289,500円

200,300円

―

―

―

平均給与月額
(B)

公務員
(Ｃ)

廃棄物処理業従業員

370,398円

42.8

386,807

―

大阪府 42.6 326,930 438,804 383,749

52.1歳

324,816円50.8歳

区　　分 平均給与月額平均給料月額

27人

平均給与月額
(国ベース)

362,776円

367,778円

用務員

―

うちその他

―

(国比較ベース)
平均年齢

平均年齢

398,651円

年収ベース(試算値)の比較　(千円)

［実施］
（給料表の改定実施時期）
　平成28年4月1日
（内容）
　一般行政職の給料表については、国の行政職給料表の水準の引下げ方法と同様に引き下げるものの、今回の制度改正に当たっては、国家公務員の給
与水準をめやすとすることとし、国の引下げ率の4分の3程度である平均1.5%引下げ。ただし、1級の全号給及び2級の初号付近を除くこととし、国が重点的
に引き下げた高位の号俸に相当する号給については、1.5％よりも大きく引き下げ、特に6級の高位号給では最大3%程度の引下げ。激変緩和のため、3年
間（平成31年3月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施。
　行政職給料表以外の給料表についても、行政職給料表との均衡を基本に、給料表の水準を引下げ。ただし、医療職給料表については、国に準拠し、引
下げを行わない。

―

―1,253人 325,210円 405,444円 377,533円

―

1.45

参考

A/B

うち用務員

405,594円

民間
(D)

1.87

うちその他

大阪府

国

―

320,810円

②地域手当の見直し

　国基準10％に対し、本市においても10％を支給。

①給料表の見直し

公　　　　務　　　　員

職員数

408,996

政令市平均 42.0

―

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直

し等に取り組むとされています。 

2



　　　③教育職　高等学校

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

　　　④教育職　幼稚園

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

(注) 1

2

　(2) 職員の初任給の状況(平成27年4月1日現在)

　(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(平成27年4月1日現在)

円 円 円

円 円 円

円 円 円

※技能労務職の経験年数10年及び20年並びに教育職高等学校の経験年数10年付近には、該当職員なし。

389,337

円

201,900 円

179,500

大阪府

平均年齢

478,813

317,860堺市

42.9

円

146,500 円

「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の平均月額を合計したものであり、地方公務員
給与実態調査において明らかにされているものです。
また、「平均給与月額(国　比較ベース)」は、国家公務員の平均給与月額は、比較のため、国家公務員と同じベース(=時間外勤務手当等を除いたもの)で算出して
います。

政令市平均

円

461,298

平均給料月額

円

円

経験年数20年

317,250

円

－

419,569

―

大　学　卒

374,858 395,538

円

大　学　卒

136,500

―

高　校　卒

314,837

教　育　職

355,088 円

技能労務職 円

139,400 円

151,067 円

201,900 ―

政令市平均 46.6

142,100

一般行政職

区　　分 平均給料月額 平均給与月額

372,546

平均年齢

区　　分

369,50138.4 313,751

413,881

40.8 378,738

－

高等学校

円

365,217 444,827

393,534

48.9

平均給与月額

大阪府 39.9 342,195

経験年数10年

－

教　育　職

大　阪　府

円

区　　　　　分

幼稚園

226,282

円

国

152,900

大　学　卒

円

経験年数30年

377,364

333,380

416,910 円
高等学校

円

259,386

教　育　職

大　学　卒

高　校　卒

174,200

150,100

短　大　卒

円

高　校　卒

技能労務職

中　学　卒 ―

―

円

201,900

堺　　市

高　校　卒

大　学　卒

201,900

356,666

区　　　　分 経験年数25年

一般行政職

179,500

　堺市

「平均給料月額」とは、基本給(給料表における給料月額)の平均月額です(教育職については、教職調整額を含む)。

円

円

180,800182,000

3



3　一般行政職の級別職員数等の状況

　(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況(平成27年4月1日現在)

1　堺市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数(高等学校事務職員を除く)です。

　　 2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

平成25年4月に10級制から9級制に、平成27年4月に9級制から8級制に変更しています（前々給料表10級及び前給料表9級の該当者はなし）。

⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒

⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

　(2) 昇給への勤務成績の反映状況(一般行政職)

　 1 昇給日前1年間の勤務状況をもとにした所属長による昇給判定と、勤務実績に基づく3区分の昇給を行っています。

2 昇給区分

前給料表7級

前給料表5級

前給料表1級

前給料表6級

前給料表4級

0.8%

384,100円18.3%

518,300円

最高号給の給料月額

405,800円

468,800円

424,500円

300人

7　　級

10.5%

4　　級

2.1%

526人副主査

725人

区　　分

120人

6　　級

区分

4号給

部長・副区長・部理事

前々給料表1級

良好でない昇給しない

1　　級

(注)

前々給料表5級

前給料表3級

前給料表2級

4.2%

備考

429人

主事

24人

(注)　

55歳未満

2

前々給料表2級

前々給料表4級

685人

主事

標準的な職務内容

23.9%

課長補佐・主幹

25.3%

前給料表9級

前給料表8級

【参考】

8　　級

課長・参事・副理事

432,300円

331,900円

前々給料表6級
⇒

315,100円

248,900円

55歳以上

1号給

良好

やや良好でない

構成比

係長・主査

監・局長・区長・理事

60人

3　　級

2号給

昇給しない

昇給する号給数

前々給料表3級

2　　級

2号給

前々給料表7級

現給料表5級

現給料表4級

現給料表3級

現給料表2級

15.0%

1(標準)

3

568,900円

5　　級

1号給の給料月額

308,200円

240,700円

230,800円

192,200円

138,700円

前々給料表10級

前々給料表9級

前々給料表8級

職員数

480,900円

現給料表8級

現給料表7級

現給料表1級

現給料表6級

3.0% 

4.4% 4.2% 

23.0% 
24.2% 25.3% 

30.4% 25.3% 
18.3% 

14.9% 20.0% 
23.9% 

13.5% 12.5% 15.0% 

7.9% 
10.7% 10.5% 

3.8% 
3.5% 2.1% 

 

2.4% 

 

2.2% 

 

0.8% 1.1% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

５年前の構成比 １年前の構成比 平成２７年の構成比 

１０級 

９級 

８級 

７級 

６級 

５級 

４級 

３級 

２級 

１級 
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4  職員の手当の状況

　(1) 期末手当・勤勉手当（平成27年4月1日現在）

1人当たり平均支給額(平成26年度 普通会計決算) 1人当たり平均支給額(平成26年度 普通会計決算)

千円 千円

(平成26年度支給割合) (平成26年度支給割合) (平成26年度支給割合)

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分 1.50 月分  月分

( )月分 ( )月分 ( )月分 ( 0.70 月分 )月分

(加算措置の状況) (加算措置の状況) (加算措置の状況)

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　 5～20％ ・役職加算　　 5～20％ ・役職加算　 　5～20％

・管理職加算　なし ・管理職加算　10～25％ ・管理職加算　10～25％

(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況(一般行政職)

平成25年12月支給分から、全職員について勤務成績の評定を成績率に反映させています。

　(2) 退職手当(平成27年4月1日現在)

(支給率)　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 (支給率)　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 応募認定・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 病気特別退職時2％加算 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置(2％～45％加算)

1人当たり平均支給額(平成26年度実績)　　　　 1人当たり平均支給額(平成25年度実績)　　　　

千円(自己都合) 千円(自己都合)

千円(定年) 千円(勧奨)

千円(応募認定退職)

千円(定年)

注 1 本市の退職手当の1人当たり平均支給額は、26年度中に退職した全職種に係る職員に支給された事由別の平均額（普通会計　教職員除く）です。

2 国の支給実績は、総務省「退職手当の支給状況（平成25年度退職者）」によります(「勧奨」は平成25年10月末まで、「応募認定退職」は平成25年11月以降の数値)。

　(3) 地域手当(普通会計)

(平成27年4月1日現在)

支給実績(平成26年度決算) 千円

支給職員1人当たり平均支給年額(平成26年度決算) ※ 円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

2,136,023

 月分

10

支給対象地域

18

国の制度(支給率)

14

※外郭団体等への派遣職員を除く職員の平均支給額です。

本市(医師)

18

15

49.59

3,447

22,132

大　　　　　阪　　　　　府

1,448

堺　市

(注)

10

49.59

2.60 2.60

支給率

46.545

国

1.45

1.50

（0.70

堺市 国

(1.45)

―

1.50

20.445

34.5825

41.325

2.60

25.55625

49.59

1.45

1,679

)月分

15

385,912

41.325

20.445

6東京都特別区(東京事務所)

29.145

本市(医師を除く)

49.59

支給対象職員数

34.5825

36,091

49.59

5,167

8,314

29.145

0.70

22,949

25.55625

26,817
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　(4) 特殊勤務手当(一般会計)

(平成27年4月1日現在)

支給実績(平成26年度決算) 千円

支給職員1人当たり平均支給年額(平成26年度) 円

職員全体に占める手当支給職員の割合(平成26年度) ％

手当の種類(手当数）  種類

精神保健福祉等業務従事手当

健康部又は保健センターに勤務する職員

(4)精神障害者の自宅等における
相談指導業務

17千円

日額　250円

(2)(3)(4)日額　300円

142,515

環境事業業務従事手当

(1)地上又は水面上の足場が不安
定であり、かつ、墜落の危険が特
に著しい箇所で行う業務

用地交渉等手当

(3)クリーンセンター管理課に勤務する職
員並びに市長が認める職員

308千円

(2)地域整備事務所又は自転車対策事務
所に勤務する職員

危険作業従事手当

(2)交通遮断することなく行う、道路
(一般交通の用に供されている車
両の通行のための道路に限る。)の
維持修繕等の業務

(3)チェーンソー、刈払機その他こ
れらに類するものを使用する業務

(1)動物指導センターに勤務する職員

72,786

18,370千円

(1)公園事務所に勤務する職員及び教育
委員会が定める職員

(2)廃棄物の焼却又はし尿、汚泥の
処理等に関する業務

(1)環境事業所に勤務する職員

(2)クリーンセンター管理課、南工場及び
東工場に勤務する職員

(4)クリーンセンター管理課、東工場、南工
場、浄化ステーション又は自治推進課に
勤務する職員並びに市長が認める職員

(4)害虫、ねずみ等に関する苦情相
談、指導啓発若しくは駆除又は浸
水等による消毒に関する業務

エックス線その他の放射線を取り
扱う業務

用地第一課又は用地第二課に勤務する
職員又は任命権者が認めるもの

(4)シンナーその他の有機溶剤等
の薬剤を使用する業務

(1)税務部に勤務する職員

社会福祉等業務従事手当

(2)保険年金課、地域福祉課(収納対策業
務に従事する職員に限る)又は国民健康
保険課に勤務する職員その他市長が認
める職員

健康部、保健センターに勤務する職員

(1)生活援護第一課、生活援護第二課及
び生活援護課に勤務する右記業務に主
務者としてもっぱら従事する職員

行旅死病人取扱業務手当

防疫等作業手当

放射線取扱手当

市税等事務従事手当

(3)感染症(三類感染症、四類感染
症及び五類感染症を除く)の患者
の救護等の業務

28千円

主な支給対象業務

(2)食品衛生課に勤務する職員

右記業務に従事する職員

20千円

事業に必要な土地の取得等に関し
て、権利者と直接面談により交渉
等を行う業務

(2)子ども相談所に勤務し、右記業務に従
事するもの

日額　250円

ただし、虐待を受けた児童の一
時保護に伴う保護者等との面談
指導業務に従事する者について
は、日額400円

行旅病人の場合　1件　　800円
行旅死亡人の場合　1件　2,000
円

(4)健康部に勤務する職員で右記業務に
従事する職員

(4)廃棄物の収集、焼却又はし尿、
汚泥の処理等に関する業務

(1)日額　1,000円
　　半日　500円

日額　650円(深夜の場合その額
に50/100を加算)

日額　100円

15,286千円

(2)児童福祉法第11条第1項第2号
の事務業務

日額　300円

(1)日額　500円

(2)日額　400円

(1)調査、検査又は徴収　日額
250
　　円
　　差押え又は公売　1件　250円

(2)徴収　日額　250円
    差押え又は公売　1件　250円

12,401千円

手当の名称 主な支給対象職員

生活福祉部(生活援護管理課に限る)、長
寿社会部、障害福祉部(障害施策推進課
及び障害者支援課に限る)又は保健福祉
総合センター(保健センターを除く)に勤務
する職員

行旅病人又は行旅死亡人の救護
及び収容等の業務

(1)診察の立会い

(2)緊急措置入院のための移送業
務

(3)医療保護入院等のための移送
業務

(1)狂犬病の予防等に関する業務
のうち、保護収容等業務

(2)と畜検査の業務

(3)健康部及び保健センターに勤務する職
員

(3)日額  290円

日額　230円

410円～1,100円

734千円

(3)(4)地域整備事務所、自転車対策事務
所又は公園事務所に勤務する職員及び
教育委員会が定める職員

1,939千円

夜間特殊業務手当

2,575千円

(4)日額　300円

市税又は国民健康保険に関する
事務業務

正規の勤務の全部又は一部が深
夜において行われる業務

(1)社会福祉法第15条第3項若しく
は第4項に規定する業務に専ら従
事するもののうち、生活保護法第
27条又は第27条の2に規定する業
務

(3)専ら廃棄物の処理又は資源化
処理業務

(1)廃棄物の収集運搬に関する業
務

支給実績
(平成26年度決算)

18

25

左記職員に対する支給単価
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左記職員に対する支給単価

　(5) 時間外勤務手当(普通会計)

支給実績(平成26年度決算)

職員1人当たり平均支給年額(平成26年度決算)

支給実績(平成25年度決算)

職員1人当たり平均支給年額(平成25年度決算)

※ 管理職員及び外郭団体などへの派遣職員を除く職員の平均支給額です。

国際緊急援助手当

国際緊急援助隊として派遣される職員 国際緊急援助活動

―

日額　4,000円
心身に著しい負担の場合　2,000
円加算
現地の治安の状況等により心身
に著しい緊張を与える場合
4,000円加算

1,594,528

※

※

42,107千円

28,257千円

9,623千円

―(2)夜間中学に勤務する校長又は教頭

(5)入学試験に係る受験生の監督、
採点又は合否判定の業務で週休
日等に行うもの

(1)本務として夜間学級で行う教育
又は養護の業務

(2)夜間学級に係る業務を本務とす
るものが、夜間学級に係る公務の
整理等を行う業務

千円

救助活動に従事する特別高度救助隊又
は高度救助隊に属する職員

指令管制業務

救助工作車又は特殊災害対応自
動車に乗り組む業務

活動手当

通信指令課に勤務する職員

4,073千円

1,679,518

隔日勤務等従事手当

教員特殊業務手当

355

高等学校、幼稚園又は特別支援学校に
勤務する管理職以外の教育公務員

千円

千円

夜間教育等勤務手当

千円

主な支給対象職員

消防職員のうち右記業務に従事する職員

救助隊員手当

正規の勤務時間が午前9時から翌
日の午前9時までに割り振られた業
務

(1)学校の管理下において行う非常
災害時等の緊急の業務で次に掲
げるもの

イ非常災害時における児童(幼児
を含む)若しくは生徒の保護又は緊
急の防災若しくは復旧の業務

手当の名称
支給実績

(平成26年度決算)
主な支給対象業務

指令管制手当

5,937千円

840千円

機関手当

消防職員で右記業務に従事する職員

ロ、ハ　 3,750円～7,500円

日額　120円

日額　240円

(4)日額　3,000円～3,700円

(2)修学旅行、林間・臨海学校等に
おいて児童又は生徒を引率して行
う指導業務で泊まりを伴うもの

(3)対外運動競技等において児童
又は生徒を引率して行う指導業務
で泊まりを伴うもの

(4)学校の管理下において行われ
る部活動における児童又は生徒に
対する指導業務で、週休日等に行
うもの

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成26年度決算）」と同じ年
度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならな
い職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

ロ児童又は生徒の負傷、疾病等に
伴う救急の業務
ハ児童又は生徒に対する緊急の
補導の業務

消防職員のうち右記業務に従事する職員

(2)救急活動

(3)潜水活動

(2)日額　4,250円

(3)日額　4,250円

(1)1回　400円(2時間を超える場
合にあっては2時間を超える1時
間につき100円を加算)
高所での作業　120円加算
消防艇での活動　240円加算

(1)消防活動

(5)日額　900円

(1)日額　1,500円

(2)日額　1,200円

(1)夜間中学に勤務する主幹教諭、指導
教諭、教諭・養護教諭・助教諭・養護教諭
又は講師

337

大型自動車等及び消防艇　日額
240円
上記以外の車両　日額120円

消防用自動車等の運転業務等

(2)救急救命士　1回　250円
　　上記以外　　1回　150円

(3)1回　1,000円

1当務　520円

(1)日額

イ　 4,000円～16,000円
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　(6) その他の手当(平成27年4月1日現在)

306,682

129,672

712,682

円

円

円

月額12,000円を超える家賃を払っている者　月
額100円～27,000円
（堺市内の賃貸住宅に居住する場合について
は、月額3,000円を加算。）

同じ

千円

千円

千円

支給実績
(平成26年度普通会計決算)

515,000

205,075

340,250

千円

千円

千円

千円

千円

国の制度と
異なる内容

配偶者

住居手当

1人につき

支給職員1人当たり
平均支給年額

(平成26年度
普通会計決算)

円

―

6,500

千円

円

そ
の
他
の
扶
養

親
族

7,389

通勤手当

738,900

配偶者がいない1人目

満16歳から22歳の加算

119,028

官署を異にする異動又は在勤する官署の移転
に伴い、転居し、やむを得ない事情により同居
していた配偶者と別居し、単身で生活すること
を常況とし、距離制限(60km)を満たす職員

産業教育手当

管理職員特別勤務手
当

―

義務教育諸学校の教職員に支給(高等学校教
職員は権衡職員として支給)
職務の級及び号給に応じて定める額

管理職手当

・危機管理に伴う宿日直　6,700円
・上記以外の宿日直　　　2,200円
・勤務時間が5時間未満の場合　上記金額の
50／100

課長相当職以上が、臨時又は緊急の必要その
他の公務の運営の必要により、週休日又は休
日に規則で定める業務に従事した場合

10,000円(6時間を超える場合　15,000円)

徒歩通勤した場合の距離が片道2km以上であ
るとき
(1)交通機関等の利用者　6ヶ月定期代相当額
を6ヶ月毎に支給(月額55,000円限度)
(2)自動車等の使用者　距離に応じて支給
(3,000円～31,600円)
(3)徒歩通勤者　支給しない

異なる

異なる

千円

千円

23,734

53,074

226,496

・局長  111,000円
・理事(局長級)   100,000円
・部長  91,000円
・理事  83,000円
・課長  70,000円
・参事  64,000円
・総括指導主事  60,000円

国は、(2)について2,000～
31,600円を支給

国は、管理又は監督の地位
にある者に対して組織・官
職に応じて139,300～
46,300円を支給

―

― 千円13,640

工業に関する課程を置く高等学校教育職員に
支給
月額　21,000円(定時制通信制教育手当を受
けるものについては13,000円)

義務教育等教員特別
手当

定時制通信教育手当
定時制の課程を置く高等学校教職員に支給
日額　1,500円(校長及び教頭については1,200
円）

13,610

国は、勤務1回につき
18,000～6,000円を支給

8,451

国は、日直勤務又は宿直勤
務を命ぜられた職員に対し
て勤務1回につき30,000～
4,200円を支給

異なる

夜間勤務手当

単身赴任手当

休日勤務手当

国の制度
との異同

同じ

勤務1時間当たりの支給額×135/100

747,560

11,000

5,000

300,424

278,467

異なる

同じ

同じ

勤務1時間当たりの支給額×25/100

454,691

円

8,203

円

円

手　当　名

扶養手当

円

8,755異なる

574,848

―

13,000

宿日直手当

円―

円

円

円

484,555

62,788

内容及び支給単価
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5　特別職の報酬等の状況(平成27年4月1日現在)

(参考)政令市における最高／最低額

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

　　(平成26年度支給割合)

月分

　　(平成26年度支給割合)

月分

　　 (算定方式) (1期の手当額) (支給時期)

給料月額×在職月数×50/100 円 任期毎

給料月額×在職月数×36/100 円 任期毎

(注)  1 (　)内は、減額措置適用前の額。

市長・副市長：平成24年7月から平成28年3月まで減額措置を実施しています。(平成29年10月７日まで延長しています。)

議会議員：平成25年7月から平成27年4月まで減額措置を実施しています。

2 退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期(4年＝48月) 勤めた場合における退職手当の見込額です。

市 長

副 市 長

1,428,000

議 長 902,500(950,000)

備　　　　考
・市長の退職手当については、現市長の現任期中は不支給としています。
・副市長の退職手当については、当該副市長の任期に係る退職手当は不支給としています。

1,061,000

953,000

退
職
手
当

議 員

市 長

給

料

1,179,000

副 議 長

給　　　　　　　料　　　　　　　月　　　　　　　額　　　　　　　等

430,000

864,000

500,000

副 議 長 4.10

期
末
手
当

議 員

報

酬

市 長

副 市 長

議 長

741,000(780,000)

4.10

807,500(850,000)

952,000(1,190,000)

500,000

500,000

1,148,000891,000(990,000)

副 市 長

区　　　分

28,560,000

17,107,200
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6　職員数の状況

　(1)部門別職員数の状況と主な増減理由

(各年4月1日現在)

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

1　職員数は一般職（常勤の教育長を含む。）に属する職員数で、国が実施する地方公共団体定員管理調査の数値です。

2　[     ]内は、条例定数の合計です。

　(2)年齢別職員構成の状況(平成27年4月1日現在)

　(3)職員数の推移

(単位：人・%)

人( )

人( )

人( )

人( )

人( )

人( )

 職員数は一般職（常勤の教育長を含む。）に属する職員数で、国が実施する地方公共団体定員管理調査の数値です。

公営企業等会計計 1,282 1,291 652 631 622 610 ▲ 672 47.6%

5,484 5,495 5,447

(注)

消　防 914 909 910 909 906 902 ▲ 12 98.7%

普通会計計 5,127 4,965 4,910 4,853 4,873 4,837 ▲ 290 94.3%

一般行政 3,491 3,374 3,338 3,301 3,330 3,310 ▲ 181 94.8%

教　育 722 682 662 643 637 625 ▲ 97 86.6%

合　　計
5,495 5,447 △ 48 ＜参考＞

[5,754］ [5,754］ 65.18

(注)  

　　　　　　　　　　　年　　度

部　　門
22年 23年 24年 25年 26年 27年

過去5年間
の増減数(率)

　公
　営会
　企計
　業部
　等門

病院 0 0 0

小　計 622 610 △ 12

水道 240 232 △ 8 体制の見直しによる減員

下水道 232 226 △ 6 事務の委託等による減員

その他 150 152 2 事務移管による増員

教育部門 637 625 △ 12 組織体制の見直し・退職不補充による減員

消防部門 906 902 △ 4 退職不補充による減員

小　計 4,873 4,837 △ 36

＜参考＞

57.88

（類似団体の人口１万人当りの職員数 65.55

土木 589 591 2 組織体制の強化による増員

民生 995 989 △ 6 事務の委託等による減員

衛生 625 612 △ 13 体制の見直しによる減員

計 3,330 3,310 △ 20

＜参考＞

39.61

（類似団体の人口１万人当りの職員数 45.08

平成27年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 27 27 0

総務 747 740 △ 7 事務移管による減員

税務 234 241 7 事務移管による増員

労働 8 8 0

農林水産 39 40 1

商工 66 62 △ 4

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職員数 対前年
増減数

主な増減理由
平成26年

総合計 6,409 6,256 5,562 ▲ 962 85.0%

事務の統廃合等による減員

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

27 185 453 550 517 495 653 605 615 531 779 85

構成比 

５年前の構成比 

% % 

32歳

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳

未満 23歳 27歳 31歳 35歳

60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳

530

～ ～

計

39歳 51歳 55歳 59歳 以上43歳

人 人 人 人
職員数

人 人 人 人

26 217 452 559

47歳

人

71 5,447504 622 625 631 520 690

人 人 人 人
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7　公営企業職員の状況

　(1) 水道事業

  　 ① 職員給与費の状況(決算)

　(参考)

　　　　　　　

1　職員手当には退職手当を含みません。

2　職員数は平成25年3月31日現在の人数です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況(平成27年4月1日現在)

歳 円 円

政令指定都市平均(水道事業) 歳 円 円

平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

(26年度支給割合) (26年度支給割合)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分

( )月分 ( )月分

(加算措置の状況) (加算措置の状況)

職制上の段階、職務の級等による加算措置 堺市(水道事業)に同じ

・役職加算　　5～20％

(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当(平成27年4月1日現在)

(支給率)　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 (支給率)　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年

勤続25年 月分 月分 勤続25年

勤続35年 月分 月分 勤続35年

最高限度額 月分 月分 最高限度額

その他の加算措置 その他の加算措置

1人当たり平均支給額　　　　 千円(自己都合） 1人当たり平均支給額　　　　 千円(自己都合)

退職手当の1人当たり平均支給額は、26年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当

(平成27年4月1日現在)

支給実績(26年度決算) 千円

支給職員1人当たり平均支給年額(26年度決算)

支給対象職員数 一般行政職の制度(支給率)

％ 人 ％

(注)

8,314

22,132

(注)

給与費 B/A

区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

42.5 379,579 571,121

372,901

(注)

堺市（水道事業） 堺市(普通会計)

43.9 559,202

1人当たり平均支給額(26年度) 1人当たり平均支給額(26年度)

1,453 1,448

2.60 1.50

1.45 0.70

29.145

41.325

46.545

堺市(水道事業)

区　分 総費用
純損益又は実質収支

職員給与費
総費用に占める

職員給与費比率 24年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

26年度
　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

16,860,162 1,765,845 2,210,531 13.1 15.2

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 一人当たり給与費

26年度
人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円

237 915,645 266,467

区　分
職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

千円

387,678 1,569,790 6,624 6,813

(参考)政令指定都市平均

49.59

24,389

394,729

堺　　　市

25.55625

34.5825

10 279 10

堺市(水道事業)に同じ

(注)

堺市（水道事業） 堺市(普通会計)

20.445

堺市(水道事業)に同じ
49.59

病気特別退職時2％加算 病気特別退職時2％加算

16,432

千円(定年) 千円(定年)

109,340

円

支給対象地域 支給率
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エ　特殊勤務手当(平成27年4月1日現在)

千
円

オ　時間外勤務手当

支給実績(26年度決算) 千円

職員1人当たり平均支給年額(26年度決算) 千円

支給実績(25年度決算) 千円

職員1人当たり平均支給年額(25年度決算) 千円

時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

カ　その他の手当(平成27年4月1日現在)  

営業課職員

通勤手当

徒歩通勤した場合の距離が片道2km以上であ
るとき
(1)交通機関等の利用者　6ヶ月定期代相当額
を6ヶ月毎に支給(月額55,000円限度)
(2)自動車等の使用者　距離に応じて支給
(3,000円～31,600円)
(3)徒歩通勤者　支給しない

　　　同じ 35,404 千円 136,695 円

管理職手当

・局長  111,000円
・理事(局長級)   100,000円
・部長  91,000円
・理事  83,000円
・課長  70,000円
・参事  64,000円

同じ

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成26年度決算）」と同じ年
度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならな
い職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

支給実績(26年度決算) 45

支給職員1人当たり平均支給年額(26年度決算) 5,656

主な支給対象業務 支給実績 左記職員に対する支給単価

水道料金、下水道料金等の滞納金の徴収
に関する業務に従事する職員

45
業務に従事した日1日につき
250円

料金等事務従事手当

円

職員全体に占める手当支給職員の割合(26年度) 2.9 ％

手当の種類(手当数) 1

千円 269,095 円

扶養手当

千円

13,000

6,500

65,514

227

(注)

一般行政職
の制度との
異同

一般行政職の制度と異
なる内容

支給実績

手　当　名 内容及び支給単価 (26年度決算) 平均支給年額

(26年度決算)

69,246

246

支給職員1人当たり

種類

手当の名称 主な支給対象職員

18,864 千円 754,560 円

夜間勤務手当
　勤務1時間当たり
　の支給額×25/100

同じ 0 千円 0 円

同じ 36,831 千円 245,540 円

配偶者

そ
の
他
の
扶
養
親

族
1人につき

配偶者がいない
1人目

11,000

満16歳から22歳
の加算

5,000

住居手当

月額12,000円を超える家賃を払っている者
月額100円～27,000円
（堺市内の賃貸住宅に居住する場合について
は、月額3,000円を加算。）

同じ 11,302

千円
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　(2) 下水道事業

  　 ① 職員給与費の状況(決算)

　(参考)

　　　　　　　

1　職員手当には退職手当を含みません。

2　職員数は平成26年3月31日現在の人数です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況(平成27年4月1日現在)

歳 円 円

歳 円 円

平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

(25年度支給割合) (25年度支給割合)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分

( )月分 ( )月分

(加算措置の状況) (加算措置の状況)

職制上の段階、職務の級等による加算措置 堺市(下水道事業)に同じ

・役職加算　　5～20％

(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当(平成27年4月1日現在)

(支給率)　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 (支給率)　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年

勤続25年 月分 月分 勤続25年

勤続35年 月分 月分 勤続35年

最高限度額 月分 月分 最高限度額

その他の加算措置 その他の加算措置

1人当たり平均支給額　　　　 千円 (自己都合) 1人当たり平均支給額　　　　 千円(自己都合)

千円

退職手当の1人当たり平均支給額は、26年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当

(平成27年4月1日現在)

支給実績(26年度決算) 千円

支給職員1人当たり平均支給年額(26年度決算)

支給対象職員数 一般行政職の制度(支給率)

％ 人 ％

　　　　　　Ｂ／Ａ

1,259,108

職員給与費比率

(参考)政令指定都市平均

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　　B/A 一人当たり給与費

千円　 ％ ％

27,509,601 2,401,308 8.7 12.1

Ａ

千円　
26年度

平均月収額

217 257,698

　　　　千円

区　分 総費用
純損益又は実質収支

職員給与費
総費用に占める

25年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　

区　分
職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

める職員給与費比率

堺市(下水道事業) 44.4 382,756 579,786

人 千円 千円

881,814

政令指定都市平均(下水道事業) 44.6 375,161 572,245

(注)

堺市（下水道事業） 堺市(普通会計)

1,345 1,448

1人当たり平均支給額(26年度) 1人当たり平均支給額(26年度)

26年度
　　　　　千円 千円 千円 千円

372,479 1,511,991 6,967 6,813

(注)

区　　分 平　均　年　齢 基本給

2.60 1.50
堺市(下水道事業)に同じ

(注)

堺市（下水道事業） 堺市(普通会計)

20.445

堺市(下水道事業)に同じ
29.145

49.5941.325

25.55625

34.5825

病気特別退職時2％加算 病気特別退職時2％加算

16,508

(定年) 千円(定年)25,305

46.545 49.59

1.45 0.70

(注)

112,795

円

支給対象地域 支給率

10 296 10堺　　　市

381,075

8,314

22,132
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エ　特殊勤務手当(平成27年4月1日現在)

千円

左記職員に対する支給単価

千円

千円

オ　時間外勤務手当

支給実績(26年度決算) 千円

職員1人当たり平均支給年額(26年度決算) 千円

支給実績(25年度決算) 千円

職員1人当たり平均支給年額(25年度決算) 千円

時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

カ　その他の手当(平成27年4月1日現在)  

水道料金、下水道料金等の滞納
金の徴収に関する業務に従事する

職員
8

業務に従事した日
1日につき250円

支給実績(26年度決算) 6,115

支給職員1人当たり平均支給年額(26年度決算) 43,368 円

職員全体に占める手当支給職員の割合(26年度) ％

手当の種類(手当数) 2

77,346

270

(注)

46.6

75,664

250

環境事業業務従事手当
下水処理場・下水道管理事務所・下水道
水質対策課職員

次に掲げる作業に従事する職員
ア　下水処理施設又は下水ポンプ

施設での下水の処理作業
イ　下水道の修繕又は清掃

ウ　下水管きょ等からの採水業務

6,371
作業に従事した日
1日につき300円

種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績

料金等事務従事手当 給排水設備課・下水道管理課職員

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成26年度決算）」と同じ年
度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならな
い職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

扶養手当

千円

同じ 35,281 千円 215,128 円

配偶者 13,000

そ
の
他
の
扶
養

親
族

6,500

配偶者がいない1人目 11,000

満16歳から22歳の加算 5,000

円

管理職手当

・局長  111,000円
・理事(局長級)   100,000円
・部長  91,000円
・理事  83,000円
・課長  70,000円
・参事  64,000円

同じ 12,976 千円 720,877

手　当　名
一般行政職
の制度との
異同

一般行政職の制度と異
なる内容

支給実績 支給職員1人当たり

内容及び支給単価 (26年度決算) 平均支給年額

(26年度決算)

円

1人につき

夜間勤務手当
勤務1時間当たり

の支給額×25/100 同じ 0 千円 0 円

住居手当

月額12,000円を超える家賃を払っている者
月額100円～27,000円
（堺市内の賃貸住宅に居住する場合について
は、月額3,000円を加算。）

同じ 12,702 千円 264,614 円

通勤手当

徒歩通勤した場合の距離が片道2km以上であ
るとき
(1)交通機関等の利用者　6ヶ月定期代相当額
を6ヶ月毎に支給(月額55,000円限度)
(2)自動車等の使用者　距離に応じて支給
(3,000円～31,600円)
(3)徒歩通勤者　支給しない

同じ 34,914 千円 124,693
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